
 

第 13 回静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 
 

日 時：令和元年 10 月 30 日（水） 15 時～ 

場 所：静岡県トラック会館 会議室 

静岡市駿河区池田１２６番地の４ 

 

議 事 次 第 
 

 

１．開 会  

 

２．議 題  

  

（１） 協議会の経過と令和元年度の開催計画について 

（２） 令和元年度アドバンス事業について 

（３） ＫＰＩ事業について 

（４） 最近のトラック運送事業に関する取組等について 

（５） トラック運送業の働き方改革に向けた厚生労働省の取組について 

 

 

３．閉 会 

 

議事次第、構成員・出席者名簿、配席図 

資料１ 静岡県トラック取引環境・労働時間改善地方協議会の記録、実施計画、 

    トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の今後の進め方（案） 

    令和元年度静岡県トラック取引環境・労働時間協議会 開催計画（案） 

資料２ 令和元年度アドバンス事業について 

資料３ ＫＰＩ事業について 

資料４ 最近のトラック運送事業に関する取組等について 

資料５ トラック運送業の働き方改革に向けた厚生労働省の取組について 

 



委　員 （順不同・敬称略）

委員名 出席者名

丹下　博文

中村　泰昌 欠席

田中　秀幸

杉山　克幸

土屋　敦

白鳥　正人

伊倉　昭次 欠席

松浦　明 欠席

鈴木　英男

松澤　彰一

谷　直樹

坪井　史憲 柴田　治美

古橋　由忠

オブザーバー

欠席

関東農政局 欠席

関東経済産業局
産業部　流通・サービス産業課
課長補佐

小林　宏光

静岡県
経済産業部　就業支援局　労働政策課
課長代理

長尾　吉秀

経営・事業支援部　食品企業課
地域食品専門官

吉岡　崇治

組織名 役職
代理出席者
役職

経営学研究科
教授

愛知学院大学大学院

一般社団法人
静岡県商工会議所連合会

専務理事

静岡県中小企業団体中央会 常務理事

常務取締役鈴与株式会社

ジヤトコ株式会社 ＳＣＭ推進部長

全日本建設交運一般労働組合
静岡県本部

執行委員長

株式会社七栄 代表取締役

代表取締役安倍運輸株式会社

三笠運輸株式会社 代表取締役

静岡運輸支局

局長

局長

支局長

第13回　静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会

構成員・出席者名簿

静岡労働局

中部運輸局

書記長
全日本運輸産業労働組合
静岡県連合会

自動車交通部　次長



静岡県トラック協会　会議室

○

○
○

○

○

○

○

○ ○
中央会
田中常務

第1２回　静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会　配席図

受付

記者席

静岡労働局
谷局長

安倍運輸(株)
白鳥代表

田村経営
コンサルティング
田村先生

静岡県
長尾課長代理

○

中部運輸局
自動車交通部
柴田次長

随行

随行

事務局

事務局

鈴与（株）
杉山常務

事務局

ジヤトコ(株)
土屋部長

事務局

運輸労連
鈴木書記長

建交労
松澤委員長

愛知学院大学大学院

丹下教授

記者席

○

静岡運輸支局
古橋支局長

出
入
口



令和元年１０月作成

静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会の記録
【平成２７年度】

日　付 議　題　等 備　　　考

平成２７年 １．協議会設置
1 第１回協議会 8月7日 ２．長時間労働の実態調査の実施について

トラック実態調査
2 （トラック協会） ９月 トラック輸送状況の実態調査

3 荷主ヒアリング調査 10月、11月 荷主（元請け）ヒアリング

１．手待ち時間が生じている荷主に関する調査 ○トラック協会がこれまで協会員に行ってきた調査結果
4 第２回協議会 12月10日 ２．荷主（元請け）ヒアリング結果について ○協議会事務局が実施したヒアリング調査結果

３．パイロット事業の概要について
荷主調査

5 （中部運輸局） １２月 物流現場における課題と改善点の見える化事業

平成２８年 １．パイロット事業の概要
6 第３回協議会 3月4日 ２．トラック輸送状況の実態調査結果報告 （協議事項）

３．改善点の見える化事業の調査結果報告
４．パイロット事業の進め方について

【平成２８年度】
パイロット事業 平成２８年

7 候補事業者の報告 4月28日

（６／２４）日通総研大島部長と打合せ
（７／１９）運送事業者Ｂに調査事業の概要を再度説明
（７／２８）運送事業者Ｂ調査事業の荷主企業に調査事業の
概要説明

トラック協会が２０社、運転者１００名を対象に実態調査（全
国集計）

運輸支局、労働局がトラック協会の調査結果をもとに、５社
を訪問して「荷主（元請け）ヒアリング」を実施
（静岡県独自取り組み）

中部運輸局が荷主企業を対象に関係者のコミュ二ケーショ
ンを観点に郵送により調査（２０３件）

静岡県パイロット事業候補事業者の２社を厚生労働省、
国土交通省に報告

パイロット事業候補の公募の実施と選考を事務局に委嘱す
ることを決議

（６／２）運送事業者Ｂと当該運送事業者の荷主企業、及び
運送事業者Ａの事案荷主事業場に訪問して調査事業の概
要説明

（５／９）運送事業者Ａ調査事業の荷主本社に訪問して調査
事業の概要説明

資料１
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パイロット事業 事業の予算割り振りの連絡をもって通知
8 対象事業者の 6月13日

決定の連絡
１．平成２８年度パイロット事業者２者の概要報告

9 第４回協議会 8月26日 ２．ＫＰＩ導入調査事業の実施について
３．平成２９年度パイロット事業候補事業者の募集

平成２８年度
10 ＫＰＩ導入調査事業 9月15日～ ４事業者募集に期限内に４事業者から申し出あり

協力事業者の募集 9月30日
○協議会の経過報告 トラック協会主催

11 10月20日 ○パイロット事業、ＫＰＩ導入調査事業の概要報告 トラック事業者２４３社、荷主企業３５社参加
○パネルディスカッション

平成２８年度
12 ＫＰＩ導入調査事業 10月20日 協力事業者４者に田村先生から説明

協力事業者説明会
平成２９年度

13 パイロット事業の募集 10月20日～ 期間内に応募なし
11月18日

１，協議会の経過報告
14 第５回協議会 12月15日 ２．パイロット事業の中間報告

３．ＫＰＩ導入調査事業の中間報告
平成２９年度 静岡労働局が候補荷主企業を選定

15 パイロット事業 1月27日 荷主企業にパイロット事業の説明 代表者から協力の承諾あり
荷主説明 （協議会事務局）
平成２９年度

16 パイロット事業 2月24日 実運送事業者にパイロット事業を説明、倉庫視察
運送事業者説明

１．協議会の経過報告と平成２９年度スケジュール
17 第６回協議会 3月10日 ２．パイロット事業の報告

３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．２９年度パイロット事業対象集団候補の決定

平成２９年度
18 パイロット事業 3月21日 平成２９年度静岡県パイロット事業候補事業者を

候補事業者の報告 厚生労働省、国土交通省に報告

物流フォーラム
２０１６

一般公募で応募がなかったことから、静岡労働局で対象者
を選定することになった。

厚生労働省から静岡県パイロット事業候補事業者の２
社について調査対象者とすることの連絡
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【平成２９年度】
平成２９年度 平成２９年
パイロット事業対象 4月10日 平成２９年度静岡県パイロット事業候補事業者に 事業の予算割り振りの連絡をもって通知

19 事業者の決定連絡 ついて調査対象者とすることの連絡

平成２９年度
20 ＫＰＩ導入調査事業 4月22日～ ４事業者募集に期限内に５事業者から申し出あり

協力事業者の募集 5月28日
平成２９年度 ○ＫＰＩについて田村先生より説明

21 ＫＰＩ導入調査事業 5月16日 ○平成２８年度参加事業者より事例発表
募集説明会 ○行政の支援施策について運輸支局より説明
平成２９年度

22 ＫＰＩ導入調査事業 6月1日 応募のあった５事業者から４事業者を決定 荷種、地域、応募理由等により事務局にて検討、決定
強力事業者の決定

１．協議会の経過報告と平成２９年度スケジュール
２．パイロット事業の報告

23 第7回協議会 7月24日 ３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．人手不足対策について
５．働き方改革、最近の施策等について
６．労働環境改善に係る広報について
〇適正な取引条件への改善について

24 9月7日 〇トラック運送における生産性向上方策について
〇中継輸送について
○パイロット事業の実施事例 トラック協会主催

25 10月31日 ○ＫＰＩ導入・取組事例 トラック事業者２６４社、荷主企業３２社参加
〇標準貨物自動車運送約款改正等の説明
１．協議会の経過報告と平成２９年度スケジュール
２．パイロット事業の報告

第8回協議会 11月20日 ３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．荷主向け広報について
５．生産性向上の取組について
６．標準貨物自動車運送約款の改正に伴う周知活動について

生産性向上セミナー

26

物流フォーラム
２０１７
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27 ２月～ 荷主向けリーフレットの作成および新聞へ広告掲載

１．協議会の経過報告と平成３０年度スケジュール
２．パイロット事業の報告
３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．第8回中央協議会について

第9回協議会 3月12日 ５．コンサルティング事業について
６．３０年度ＫＰＩ導入調査事業について
７．荷主向け広報の実施状況について
８．働き方改革の動き等について

【平成３０年度】

29

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事対象事業者
の決定報告

平成３０年４月
平成３０年度静岡県コンサルティング事業候補事業者
について調査対象者とすることの報告

30
平成３０年度
ＫＰＩ導入調査事業
実施事業者の募集

５月１日～
　５月３１日

４事業者募集に期限内に４事業者から申し出あり

31
平成３０年度
ＫＰＩ導入調査事業
募集説明会

5月9日
〇ＫＰＩについて田村先生より説明
〇平成２９年度実施事業者より事例発表

32
平成３０年度
ＫＰＩ導入調査事業
実施事業者の決定

6月4日 応募のあった４事業者を決定

33

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第１回検討
会

6月27日
〇コンサルティング事業実施スケジュール
〇実態調査にあたっての事前準備確認

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡労働
局、静岡県トラック協会、静岡運輸支局

荷主向け広報

28
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34 第１０回協議会 8月2日

１．協議会の経過報告と平成３０年度スケジュール
２．パイロット事業の報告
３．ＫＰＩ導入調査事業の報告
４．コンサルティング事業の報告
５．ＫＰＩ調査事業の今後の進め方について
６．物流現場の視察について
７．自動車運送事業における「働き方改革」施策等につ
いて

35

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第２回検討
会

8月29日
○実態調査の結果報告
○実態調査の結果を踏まえた改善方策の方向性につ
いて

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡労働
局、静岡県トラック協会、静岡運輸支局

36

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第３回検討
会

10月17日
○運行データの確認
○トラック運転者の労働時間短縮に向けた施策抽出・
合意

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡県ト
ラック協会、静岡運輸支局

○輸送の効率化・生産性の向上に向けて トラック協会主催
○ＫＰＩ導入・好事例
○自動車運送事業の「働き方改革」について

38

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第４回検討

会

12月19日
○実証実験内容（計画、検証項目、スケジュール）の共
有

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡県ト
ラック協会、静岡運輸支局

１．協議会の経過報告と平成３０年度スケジュール
２．平成３０年度コンサルティング事業進捗について
３．平成３０年度ＫＰＩ事業の進捗について
４．荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間
　　労働の改善に向けたガイドラインについて
５．働き方改革に関する状況について

39 第１１回協議会 1月15日

37 物流フォーラム 10月31日

○羽田クロノゲート見学 協議会委員、関東経済産業局、静岡県トラック協議会事務局40 物流倉庫視察 2月7日
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○実証実験結果共有
（・配車台数　・運転手拘束時間）

１．トラック業界を取り巻く当面する諸課題等について
２．働き方改革関連法に関する時間外労働の上限規 運送事業者　　９５社

2月26日 　　制について 荷主　　　　　　　 ２社
３．荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間
　　労働改善に向けたガイドラインについて
４．取引環境と長時間労働改善事例の紹介
１．協議会の経過と平成３０年度の開催計画について
２．平成３０年度コンサルティング事業の報告
３．取引環境と長時間労働改善に向けたガイドライン
　　について
４．最近のトラック行政の取組等について
５．トラック運送業の働き方改革に向けた厚生労働省の
　　取組みについて
１．トラック業界を取り巻く当面する諸課題等について 県下６団体
２．取引環境と長時間労働改善に向けたガイドライン
　　について

静岡県トラック協会、静岡運輸支局

３．荷主向けリーフレット
４．荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間
　　労働改善に向けたガイドラインについて

【令和元年度】
１．ホワイト物流推進運動について
２．荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間 荷主企業21社　運送事業者13社　関係団体1団体
　　労働改善に向けたガイドラインについて 静岡運輸支局
１．協議会の経過と令和元年度の開催計画について
２．令和元年度アドバンス事業について
３．ＫＰＩ事業について
４．最近のトラック運送事業に関する取組について
５．トラック運送業の働き方改革に向けた厚生労働省の
取組について

46 第13回協議会 10月30日

44 ガイドライン周知活動
3月11日
3月18日

45
ホワイト物流推進運
動説明会

6月28日

43 第１２回協議会 3月14日

荷主、実運送事業者、コンサルティング事業者、静岡運輸支
局

中部運輸局、静岡労働局、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング、遠州トラック、静岡運輸支局

41

平成３０年度
静岡県コンサルティ
ング事業第５回検討

会

2月18日

42
ガイドライン周知セ

ミナー
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トラック輸送における取引環境・長時間労働改善に向けたロードマップ
2015

（平成27）
年度

2016
（平成28）
年度

2017
（平成29）
年度

2018
（平成30）
年度

2019
（令和元）
年度

2020
（令和2）
年度

2021
（令和3）
年度

2022
（令和4）
年度

2023
（令和5）
年度

2024
（令和6）
年度

①中央・各都
道府県に
おいて協議
会の開催

自
動
車
運
転
者
へ
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
適
用
開
始

②長時間労働
等の実態
調査、対策
の検討

③実証実験・
助成事業
の実施

④ガイドライン
の策定・普

及

⑤取引環境・
長時間労
働改善の
普及・定着

⑥KPI事業の
実施周知
普及

調査の

実施・検
証

パイロット事業の計画・検証、等

ガイドライ
ンの策定

パイロット事業(実証実

験)の実施、労働時間縮
減のための助成事業

普及・定着の促進

コンサル
ティング事
業の実施

助成事業の計画・検証

必要に応じ随時改訂

「ホワイト物流」推進運動の推進

協議会の開催

調査の

実施・検
証②

調査の

実施・検
証③

普及

※2023（令和5年）４月には、中小企業における月60時間超の
時間外労働の割増賃金率引き上げ

新たな方策
の検討

アドバンス
事業の実施

新たな方策の実施

ＫＰＩ調査事業の実施

報告書と
りまとめ

周知・普及の促進（セミナーの開催など）



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

令
和
元
年
度

トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の今後の進め方（案）

第8回
地方協議会

パイロット事業実施集団打合せ、実施、とりまとめ

第7回
地方協議会

ガイドラインの策定

第10回
地方協議会

第12回
地方協議会

第9回
地方協議会

第11回中央協議会開催

第11回
地方協議会

第8回中央協議会開催

第9回中央協議会開催

第7回中央協議会開催

ガイドラインの普及

コンサルティング事業実施集団打合せ、実施、とりまとめ

第6回中央協議会開催

ガイドラインの普及

第10回中央協議会開催

第12回中央協議会開催

アドバンス事業 「ホワイト物流、実現国民運動の推進」

第13回
地方協議会

第14回
地方協議会



平成３1年３月

第１３回協議会 第１4回協議会 第１５回協議会

時期 令和元年１０月 令和２年３月 令和２年

議題 １．協議会の経過報告 １．協議会の経過報告

２．アドバンス事業について ２．アドバンス事業の中間報告について

３．ＫＰＩ事業について ３．ＫＰＩ事業の周知結果報告について

４．最近のトラック運送事業に関する取組等
　　について

５．トラック運送業の働き方改革に向けた
　　厚生労働省の取組について

令和元年度　静岡県トラック取引環境・労働時間協議会　開催計画（案）



基政発 0809 第１号 

基監発 0809 第１号 

国 自 貨 第 ４ ２ 号 

令和元年８月９日 

 

都道府県労働局労働基準部監督課長 殿 

各 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 等 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局労働条件政策課長 

厚生労働省労働基準局監 督 課 長 

国土交通省自 動 車 局貨 物 課 長 

（公印省略） 

 

令和元年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」

の実施事項について 

 

平成27年度から中央及び各都道府県に設置している「トラック輸送における取引環

境・労働時間改善協議会」（各都道府県に設置している協議会を「地方協議会」という。

以下同じ。）では、平成28年度から平成29年度までの２か年にわたりパイロット事業

（実証実験）を実施し、荷待ち時間や荷役作業の削減等の取組を行い、これにより得ら

れた成果を活用して「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に

向けたガイドライン」を策定した。また、平成30年度には、「コンサルティング事業」

を実施し、パイロット事業の結果等から新たに把握された課題の改善や、これまでの

取組のさらなる深掘りに取り組んだ。 

一方で、本省レベルでは、平成30年度から、荷待ち時間が特に長い輸送分野（加工

食品、建設資材、紙・パルプ。以下「対象輸送分野」という。）について、それぞれの

分野ごとにサプライチェーン全体における効率化及びトラックドライバーの労働時間

の改善を図るため、関係荷主、トラック運送事業者、学識経験者等から構成される懇談

会を開催している。各懇談会では、平成30年度は主に課題の洗い出しや解決の方向性

のイメージの共有等を行ったところ（※）であり、今年度は、平成30年度の各懇談会

での議論を踏まえて具体的な解決方策を見出していくこととしている。 

※ 対象輸送分野の懇談会における検討事項 

加工食品     http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000036.html 

建設資材     http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000042.html 

紙・パルプ 

（洋紙・板紙部門） http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000038.html 

（家庭紙部門）  http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000039.html 

 

 



対象輸送分野において本省レベルで洗い出した課題の発生箇所やその解決のための

施策等については、各地方レベルにおいても各地方の実情を踏まえながら普及・展開

していくことが重要である。 

ついては、今年度の地方協議会の重点実施事項として、対象輸送分野における課題

の整理や改善策の検討等を進めるとともに、実態のさらなる把握・分析のための調査

や、課題解決に資する試験的な取組を「アドバンス事業」として実施することとするの

で、了知の上、必要な検討・対応を進められたい。 

また、そのほかに地方協議会で実施することが望ましいと考える事項として、長時

間労働改善に向けて関係省庁と連携した取組についても併せて通知するので、必要な

対応をされたい。 

記 

１ 対象輸送分野ごとの懇談会での検討内容の展開について 

(1) 本省レベルで開催している対象輸送分野ごとの懇談会における検討内容（以下

「本省懇談会検討内容」という。）について、各地方協議会において周知を図ると

ともに、各地方（各都道府県）における課題の整理、課題に対する改善策の活用

等について検討すること。 

なお、運輸局単位で複数の協議会を合同開催して検討することや、協議会とは

別に懇談会等を設置して検討すること等も可能とする。 

(2) 各地方協議会事務局（運輸支局、都道府県労働局及び都道府県トラック協会を

いう。以下同じ。）は、(1)の課題の整理及び課題に対する改善策の活用等の検討

に当たって、対象輸送分野の中から一つ以上検討するテーマを選定することとし、

管轄する地方運輸局に報告すること。 

各地方運輸局貨物課は本通達の発出日から３週間以内に各地方協議会で検討

するテーマを取りまとめた上で、自動車局貨物課まで報告すること。 

ただし、下記のアドバンス事業の実施を希望する地方協議会においては、選定

するテーマはアドバンス事業の内容と関連するものとするよう留意すること。 

なお、複数の協議会を合同開催する場合や懇談会を設置する場合は、合同開催

する協議会や懇談会の事務局にてテーマを選定することとする。 

(3) 各地方協議会（複数の協議会を合同開催する場合や懇談会を設置する場合は、

合同開催する協議会や懇談会）においては、下記のアドバンス事業を実施するか

どうかにかかわらず、(1)の取組を行うこと。 

このうち、本省懇談会検討内容の周知に当たっては、(2)で選定したテーマに

限らず、全ての対象輸送分野における本省懇談会検討内容について、地方協議会

の構成員への周知を行うほか、荷主や運送事業者の業界団体等に対して当該団体

の会員企業への周知を依頼すること。 

また、(2)で選定したテーマに係る課題の整理及び課題に対する改善策の活用

等の検討に当たっては、選定したテーマの本省懇談会検討内容だけでなく、選定

しなかったテーマの本省懇談会検討内容も参考として検討を行うこと。 



２ アドバンス事業の事業内容等について 

(1) アドバンス事業は、全国で 10 事業程度の実施を想定しており、対象輸送分野

におけるサプライチェーンに関係する発・着荷主、元請運送事業者及び下請運送

事業者等、当該事業の実施に必要な関係者で構成する集団を対象として選定し、

外部委託によるコンサルティングを受けながら実施する。 

なお、集団の選定に当たっては、特に、着荷主について、可能な限り対象集団

に参画させるものとする。 

(2) 対象集団を構成する事業者及びコンサルティング業務を受託する事業者（以下

「受託業者」という。）は連携を密にして、問題点の把握や改善方法の検討・提案

等を行うものとし、受託業者が改善策を提示する際には、当該改善策の費用対効

果の見込みについても提示することで、荷主と運送事業者との費用負担面の協働

や労務負担の適正化等を促すものとする。 

(3) いずれかの対象輸送分野における事業の実施を基本とするが、その他の分野に

おける事業を実施することも可能とする。その場合は事前に自動車局貨物課に相

談すること。 

(4) アドバンス事業は、国土交通省の予算により実施する。 

 

３ アドバンス事業の対象集団の選定について 

(1) アドバンス事業の実施を希望する地方協議会事務局は、アドバンス事業の実施

規模（全国で 10 事業程度の実施を想定）を踏まえつつ、アドバンス事業の実

施を希望する集団、実施地域、実施内容、実施希望時期、実施に必要となる費

用の概算額を９月５日（木）までに把握し、管轄する地方運輸局に報告するも

のとする。当該報告を受けた地方運輸局は、９月９日（月）までに自動車局貨

物課に報告するものとする。 

  なお、実施希望集団を把握する際には、取組内容について、たとえば、下記

①～③の要件を考慮することが考えられる。 

① これまでの調査等が行われていない又は調査は行われているがさらなる

深掘りが必要であると考えられるサプライチェーンにおける課題の洗い

出し（発生箇所やその内容、発生頻度等）と詳細かつ定量的な分析を行う

もの 

② 対象集団において現在取り組まれている又は今後取り組んでいきたいと

考えている先進的な取組で、アドバンス事業として取り上げることで当該

取組を広げていくことが、対象輸送分野の課題解決に資すると期待される

もの 

③ その他、地方協議会の個別の事情に応じ、アドバンス事業を実施するこ

とが適切であると考えられるもの 

(2)  全国の地方運輸局からの報告を受けた自動車局貨物課は、９月12日（木）ま

でに地方運輸局に対して(3)の手順に移行することの可否について回答するもの



とする。なお、予算や対象輸送分野間の事業の偏り等を考慮した上で、所要の調

整を依頼する場合がある。 

(3) (2)を受けた地方運輸局からの連絡を受け、アドバンス事業の実施を希望する

地方協議会事務局は、これまでの取組（パイロット事業、コンサルティング事業、

地方協議会での議論等）や平成 30 年度の対象輸送分野ごとの懇談会での議論を

踏まえて取組内容を精査し、その上で、アドバンス事業として実施することに適

した取組を実施しようとする者を対象集団として、地方協議会に諮った上で、９

月26日（木）までに決定すること。 

 なお、アドバンス事業の取組内容は、地方協議会で共有し、公表する予定であ

ることについて、参画する各事業者の了解を必ず得ること。なお、公表に当たっ

ては、事業者名については匿名でも差し支えない。 

 (4) 各地方運輸局は、管轄するブロック内の地方協議会の決定をとりまとめ、９月

30日（月）までに自動車局貨物課まで報告すること。 

 

４ アドバンス事業と地方協議会の関係について 

  アドバンス事業を実施する地方協議会は、対象集団に対して、トラック運転者の

長時間労働の改善に向けて各事業者の積極的な取組が行われるよう必要な助言等を

行うこと。 

また、受託業者と地方協議会事務局の連絡窓口は、運輸支局とする。 

受託業者との契約は令和元年度の単年度を予定していることから、地方協議会に

おいては、令和元年度末までに改善の効果を測定できるよう事業の進捗状況にも留

意すること。 

 

５ トラック運送事業者に対する労働時間等説明会について 

  今年度から、トラック運送事業者に対する改正労働基準法等の内容を含む労働時

間に関する法制度等の周知や理解の促進に向け、労働時間等説明会を労働基準監督

署において開催することとしており、説明会の内容や進め方等について、地方協議

会の場を活用して必要な意見交換を行うこと。なお、意見交換については都道府県

労働局が主体となって行うこととする。 

 

６ 「ホワイト物流」推進運動について 

  「ホワイト物流」推進運動については、国土交通省・経済産業省・農林水産省連名

での上場企業等の代表者あて要請文書の発出（本年３月下旬）や、各地方運輸局等に

よる各都道府県における地方説明会の実施等により、これまで様々な企業から賛同

いただいているところであるが、本運動をさらに推進し、より多くの企業に本運動

へ参画いただけるよう、地方協議会の場においても、積極的な周知及び参画の呼び

かけを行うこと。また、国土交通省が「『ホワイト物流』推進運動ポータルサイト」

（https://white-logistics-movement.jp/）を開設していることについて引き続き

周知を行うこと。 



 

７ 荷主及びトラック運送事業者を対象とした周知セミナーについて 

今年度、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において、委託事業として「令和元

年度トラック運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業」を実施しており、

当該事業の中で、荷主及びトラック運送事業者を対象として、「荷主と運送事業者の

協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」等の周知セミナー

を全50回（47都道府県で各１回以上）開催することとしている。 

当該事業に関して都道府県労働局及び各地方運輸局が実施する事項については、

厚生労働省本省及び国土交通省本省からそれぞれ指示するところによるが、地方協

議会の場においても周知セミナーについて積極的な周知及び参加の呼びかけを行う

こと。 

また、各都道府県における周知セミナーの冒頭において地方協議会の委員からの

挨拶を行うことを予定しており（荷主団体又は荷主企業の委員による挨拶、トラック

運送事業者団体又はトラック運送事業者の委員による挨拶）、委員に対して都道府県

労働局から挨拶を依頼する予定となっている。各地方協議会において、荷主団体又は

荷主企業の委員、トラック運送事業者団体又はトラック運送事業者の委員を複数名

選任している場合は、挨拶を依頼する委員について、地方協議会事務局で調整を行う

こと。 

 

８ その他の取組について 

  これまでも地方協議会を通じて普及・定着を図ってきた「荷主と運送事業者の協

力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」のほか、平成30年 12

月に公布された貨物自動車運送事業法の改正内容（本年７月１日から一部施行）や、

本年５月に公布された貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正内容（本年６月15日

から施行）、適正運賃・料金収受のための標準貨物自動車運送約款の改正内容（平成

29年 11月４日から施行）等について、荷主等に対する更なる周知を図ること。 

 

９ 地方協議会の体制について 

地方協議会においては次年度以降も引き続き長時間労働の改善等に取り組むこと

を予定しているが、輸送品目ごとの課題解決に向けた実効性のある検討を進めるた

め、現在参加していない関係省庁の地方支分部局や業界団体等の関係者に広く地方

協議会への参加を打診するなど、必要な体制の確保について検討すること。 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

アドバンス事業について

令和元年１０月３０日
中部運輸局 静岡運輸支局

【資料 ２ 】



令和元年度アドバンス事業及び今後の協議会について

○パイロット事業では様々な輸送品目について取組みを行ってきたが、個々の輸送品目ごと
に抱える課題等に違いがあることから、輸送品目ごとの課題や実態を把握し、改善方策を
検証する。

〇地方によって輸送品目ごとに課題が異なる面もあることから、中央・地方の両方において関
係者と取組みを進める。

輸送品目別の取組の強化

〇荷待ち件数が特に多い分野で平成３０年度に設置した輸送品目別懇談会（加工食品、建設
資材、紙・パルプ）について、引き続き輸送品目別懇談会を開催し議論を行い、輸送品目に
応じた課題の抽出及び改善策の検討・検証を実施

○懇談会で得られた改善策について展開・浸透を図るべく、各運輸局単位で地方懇談会（既
存の地方協議会を活用することも想定）を設置し、輸送品目別懇談会から地方懇談会への
縦展開を図るとともに、地方懇談会から管内の各地方協議会に対して横展開を実施

○アドバンス事業として、地方懇談会ごとに輸送品目に係る実証実験を実施し、改善策に係
る効果を検証

〇検証で得られた有用な効果について、適宜ガイドラインや事例集へ反映

具体的取り組み（案）
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荷待ち時間が特に長い輸送分野等における取組の推進

他の産業と比較して長時間労働・低賃金の状況にあるトラック運送業の将来の担い手を確保するために

は、荷主等の理解・協力なども得つつ、取引慣行上の課題も含めてサプライチェーン全体で解決を図って

いく必要がある。

一方、輸送品目によって輸送等の特性が異なる面があり、輸送品目に応じて検討を実施することが効果

的な面がある。

このため、荷待ち件数が特に多い分野等について、それぞれ課題の抽出を図るとともに、各都道府県ごと

に発着荷主及び運送事業者が参画して長時間労働の改善を図るために実施したパイロット事業のノウハ

ウの展開等を行う。

・現在生じている課題についての関係者間の

認識の共通化

・輸送品目ごとのサプライチェーン全体における

生産性向上等に関する課題の抽出

・改善策について、パイロット事業により得られ

たノウハウも活用しつつ関係者間で検討・検証

・改善策についての展開・浸透

398

350

339

326

281
182168141

9894

1515

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）
加工食品

飲料・酒

建築・建設用
金属製品

紙・パルプ

その他

N=3,892（件
数）

件

件

件

件

件

件

件

件

生鮮食品

件件

件

セメント・コンクリート
日用品

鉄鋼厚板・金属薄板等金属米・麦・穀物

プラスチック性
部品・加工品等

検討事項のイメージ
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○トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会において、平成28年度から平成29年度にかけて、発着
荷主及び運送事業者が一体となって長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を実施。

○パイロット事業では、様々な輸送品目について取組を行ってきたが、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性
に違いがあるところであり、関係者が連携して課題解決を図っていく上では、輸送品目別に検討を行うことが
効果的。

○昨年7月に実施した荷待ち時間の調査において、加工食品関係が件数が最も多かったことも踏まえ、加工食品
における物流に関係する幅広い関係者からなる懇談会を設置。

○関係者間で存在する課題についての意識共有やパイロット事業等のノウハウ等の共有及び取組の展開を図り、
トラックドライバーの労働時間の改善・サプライチェーン全体における効率化を図る。

加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

矢野 裕児 流通経済大学教授（座長）
堀尾 仁 味の素株式会社理事 食品事業本部 物流企画部長
小谷 光司 三菱食品株式会社ロジスティクス本部

戦略オフィス室長
鷲野 博昭 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

ＱＣ・物流管理本部物流・生産管理部
東日本物流管理 副総括マネジャー

戸川 晋一 株式会社ヤオコー取締役情報システム部長
兼ロジスティクス推進部長

谷 章 一般社団法人日本スーパーマーケット協会
会員サポート部長

北條 英 日本ロジスティクスシステム協会
JILS総合研究所 ロジスティクス環境推進センター
センター長

西願 廣行 日本冷蔵倉庫協会副会長
飯原 正浩 株式会社丸和運輸機関常務執行役員
坂本 隆志 全日本トラック協会食料品部会 部会長
村西 正実 全日本トラック協会 審議役

「加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会」委員

【行政】
黒澤 朗 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
宮浦 浩司 農林水産省食料産業局食品流通課長
東野 昭浩 農林水産省食料産業局食品製造課長
伊奈 友子 経済産業省商務・サービスグループ

消費・流通政策課物流企画室長
山田 輝希 国土交通省総合政策局物流政策課長
多田 浩人 国土交通省大臣官房参事官（物流産業）
平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長

※第１回懇談会を平成30年6月29日、
第２回懇談会を平成30年12月13日に開催
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○リードタイムに関しては、成功事例を横展開すればよいのではなく、世の中全体が変わらないと意味がな
い。リードタイムを延長しても皆が困らないことを示すべきである。

○リードタイムを延長するというのは、納品日をフレシキブルにする方式もある。発注日は一緒で、何日か
ら何日までの間に納品してもらえればよい、来週届けてもらえればよい、というのがあれば配送しやす
い。

○1/3ルールの改善は決まった話であり、どう広めていくのかというフェーズにある。決まっているのに何
故進まないのかという点が論点である。メーカー各社年月表記に変えている中、どう進めるかということ
を検討すべきである。

○パレット単位での発注の仕組・システムについては大手各卸は対応済である。一方でパレット単位で発注
出来る商品は約20%程度で残りは約80%程度はパレット単位に満たないほどスロームーブである。これ
をパレット化するには商品自体の規格がある程度統一されないとパレタイズ化が難しい。

○事前出荷情報の課題は、どうやって標準化するかという点である。日本の一般的な物流システムでは、こ
の標準化がなかなか進まない。行政主導で標準化をするという点にはチャンスがある。

○国の政策により消費が上向くという話だが、最終的に小売店が店を開いて売っている、サービス業がサー
ビスを提供しているというのがあってこそ、消費拡大は初めて成立する。そこが動いているのが大前提で
あることは念頭に置いて頂きたい。

○ホワイト物流推進運動は重要な取組みであると認識している。加工食品物流の生産性と品質のバランス最
適化という考え方が定着できるような項目が必要と考える。過度な物流品質の達成や365日日付管理等、
その必要性があるのかといったことを、国民、中間メーカー、メーカーのトップも含めて意識できるよう
になれば世の中変わっていくのではと思う。

加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

第２回開催時の主な意見
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○トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会において、平成28年度から平成29年度にかけて、発着
荷主及び運送事業者が一体となって長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を実施。

○パイロット事業では、様々な輸送品目について取組を行ってきたが、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性
に違いがあるところであり、関係者が連携して課題解決を図っていく上では、輸送品目別に検討を行うことが
効果的。

○昨年7月に実施した荷待ち時間の調査において、紙・パルプ関係が件数が多かったことも踏まえ、紙・パルプ
における物流に関係する幅広い関係者からなる懇談会を設置。

○関係者間で存在する課題についての意識共有やパイロット事業等のノウハウ等の共有及び取組の展開を図り、
トラックドライバーの労働時間の改善・サプライチェーン全体における効率化を図る。

紙・パルプ物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

「紙・パルプ物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会」委員

矢野 裕児 流通経済大学教授(座長)
伊藤 洋一 日本製紙連合会物流委員会委員長
有坂 直樹 日本洋紙代理店会連合会物流委員会委員長
難波 睦雄 日本板紙代理店会連合会白板紙部会長
井元 伸哉 (株)竹尾 執行役員
小澤 典由 日本印刷産業連合会 常務理事
佐藤 行伸 全国段ボール工業組合連合会
上野 正人 ＪＰトランスポートサービス(株)代表取締役社長
中島 義弘 王子陸運(株) 代表取締役社長
近野 裕之 平田倉庫(株) 常務取締役東京支店長
松崎 宏則 全日本トラック協会 常務理事

※第１回懇談会を平成30年12月6日に開催

矢野 裕児 流通経済大学教授(座長)
今枝 英治 全国家庭紙同業会連合会理事長
田北 裕之 日本家庭紙工業会会長
藤原 愛三 全国化粧品日用品卸連合会 専務理事
西井 勝己 (株)浅井 取締役配送システム事業部長
松崎 宏則 全日本トラック協会 常務理事

※第１回懇談会を平成30年12月13日に開催

【行政】
黒澤 朗 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
湯本 啓市 経済産業省製造産業局素材産業課長
山田 輝希 国土交通省総合政策局物流政策課長
多田 浩人 国土交通省大臣官房参事官(物流産業)
平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長

洋紙・板紙分野 家庭紙分野
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○トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会において、平成28年度から平成29年度にかけて、発着
荷主及び運送事業者が一体となって長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を実施。

○パイロット事業では、様々な輸送品目について取組を行ってきたが、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性
に違いがあるところであり、関係者が連携して課題解決を図っていく上では、輸送品目別に検討を行うことが
効果的。

○昨年7月に実施した荷待ち時間の調査において、建設資材関係が件数が多かったことも踏まえ、建設資材にお
ける物流に関係する幅広い関係者からなる懇談会を設置。

○関係者間で存在する課題についての意識共有やパイロット事業等のノウハウ等の共有及び取組の展開を図り、
トラックドライバーの労働時間の改善・サプライチェーン全体における効率化を図る。

建設資材物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に
関する懇談会について

「建設資材物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する懇談会」委員

矢野 裕児 流通経済大学教授(座長)

奥田慶一郎 日本建材・住宅設備産業協会専務理事

中野 優 日本建設業連合会建築生産委員会施工部会副部会長

大西 康之 日本建設業連合会公共工事委員会生産性向上部会長

柳 求 住宅生産団体連合会環境・安全部長

山崎 晃生 合同製鐵(株)常務執行役員

鎮目 隆雄 (株)フコックス代表取締役社長

瀧本 雅弘 豊橋センコー運輸（株）本社営業所 所長

松崎 宏則 全日本トラック協会 常務理事

【行政】

黒澤 朗 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長

縄田 俊之 経済産業省製造産業局生活製品課住宅産業室長

山田 輝希 国土交通省総合政策局物流政策課長

多田 浩人 国土交通省大臣官房参事官（物流産業）

髙橋 謙司 国土交通省土地・建設産業局建設業課長

長谷川貴彦 国土交通省住宅局住宅生産課長

平嶋 隆司 国土交通省自動車局貨物課長

※第１回懇談会を平成30年12月21日に開催
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７

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」
令和元年度 輸送品目別検討テーマ及びアドバンス事業

○４７都道府県の地方協議会における検討テーマ及びアドバンス事業の実施品目が決定。（一部調整中）
○地方協議会における検討テーマの荷種の内訳は、加工食品２４件、紙・パルプ１５件、建設資材１１件となっている。

協議会 検討テーマ アドバンス事業

北海道 紙・パルプ 紙・パルプ（段ボール）

青森 紙・パルプ

岩手 加工食品

宮城 紙・パルプ

秋田 加工食品 加工食品

山形 加工食品

福島 建設資材

茨城 建設資材

栃木 紙・パルプ 紙・パルプ（洋紙・板紙）

群馬 加工食品

埼玉 （調整中）

千葉 建設資材

東京 （調整中）
紙・パルプ(洋紙・板紙)で

調整中

神奈川 加工食品

山梨 加工食品

新潟 加工食品

長野
加工食品、紙・パルプ、

建設資材

富山 建設資材

石川 加工食品

愛知 加工食品 加工食品

静岡 紙・パルプ

岐阜
加工食品、紙・パルプ、

建設資材

三重 紙・パルプ 紙・パルプ（家庭紙）

福井
加工食品、紙・パルプ、

建設資材

協議会 検討テーマ アドバンス事業

大阪

加工食品
紙・パルプ
建設資材

紙・パルプ
建設資材

京都

兵庫

滋賀

奈良

和歌山

広島 建設資材 建設資材

鳥取 建設資材

島根 加工食品

岡山 紙・パルプ

山口 加工食品、建設資材

徳島 紙・パルプ

香川 紙・パルプ

愛媛 加工食品、紙・パルプ

高知 加工食品

福岡 加工食品

佐賀 加工食品

長崎 加工食品

熊本 紙・パルプ 農産物

大分 加工食品

宮崎 加工食品

鹿児島 加工食品

沖縄 加工食品



昨年度に設置した「加工食品物流における生産性向上及びトラックドライバーの労働時間改善に関する

懇談会（以下、「加工食品懇談会」という）」では、加工食品物流の問題点・課題として様々な意見が提示さ

れ議論を行ってきた。

平成３１年３月に開催した前回懇談会においては、特に以下の４つの施策について、「ホワイト物流」推

進運動なども活用しながら関係者による取組の促進を図ることとしつつ、コード類の標準化やガイドライン

の整備等も含めて、引き続き検討を行うと整理。

・受発注条件の見直し （リードタイムの延長、事前出荷情報の提供、波動の平準化、需給調整在庫の確保）

・荷待時間の削減 （先着順から予約制への変更、時間指定の柔軟化）

・荷役時間の削減 （バラ積み貨物のパレット化、パレットサイズの統一、外装段ボールサイズの見直し）

・検品時間の削減 （３分の１ルールの見直し徹底、年月日表記から年月表記への変更、

事前出荷情報の提供とＱＲコード等への情報の組み込み、

統一伝票や段ボールなどへの表記の標準化）

今年度の検討事項(加工食品)
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今年度の検討の進め方について(加工食品)

１．本年度のアウトプットのイメージ(案)

① 関係者による取組を推奨する項目のリスト等から構成される「加工食品物流における
「ホワイト物流」推進ガイドライン」（仮称）及び取組の検討に役立つ情報をまとめた参考資
料集を作成する。

→「ホワイト物流」推進運動ポータルサイトで公開。
→ 加工食品の製造、卸売、小売、物流等の関係者に対し、取組の検討と「ホワイト物流」
推進運動の自主行動宣言への反映を要請する。

→本ガイドラインを活用し、来年に迫る東京2020オリンピック・パラリンピック大会期間中の対
応を含め、荷主と運送事業者の協力による物流効率化のための取組の検討・実施を要請
する。

② 今後、標準化を進めていくことが期待される事項について取りまとめる。
→  令和２年度以降、関係団体等に対し、標準化やその検討を働き掛けていく。

２．他の検討会等との役割分担

「持続可能な加工食品物流検討会」等の他の検討の枠組みで議論されている取組については、
その検討成果を活用することなどにより、本懇談会との重複を避けることとする。
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今年度の懇談会（紙・パルプ）の進め方（案）

令和元年7月～
課題の内容に応じて、以下を実施

●第1回懇談会（令和元年6月25日）

• これまでの議論等を踏まえた現状・課題の整理
• 今年度の進め方について

●第2回懇談会（令和元年秋ごろ）

• 実証実験等の実施状況の報告・共有

実証実験

ヒアリング・アンケート

実態調査

●第3回懇談会（令和2年2月ごろ）

• 実証実験等の結果の報告
• ガイドライン（案）の提示

ガイドラインの策定

課題解決に資すると考えられる取組みを
試行的に実施し、効果等を検証する

先進的な取組みを行っている事業者等から
のヒアリングや、消費者等に対するモニ
ター調査等を行い、取組みに当たってのポ
イントや課題等を把握する

課題の発生箇所・発生件数等の実態を調査
し、課題の「見える化」を図る

１．今年度のアウトプットのイメージ

２．検討の進め方

反
映

ドライバー不足が深刻化する中、国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないよう、懇談会
での議論や実証実験等の結果を踏まえ、紙・パルプ分野のサプライチェーン全体での物流改善に向けた
取組を促進していくため、取組メニュー例、検討にあたっての手順・留意事項、参考となる取組事例等
をまとめた『紙・パルプ分野における「ホワイト物流」推進ガイドライン』（仮称）を作成。

• 本ガイドラインについては、「ホワイト物流」推進運動とも連動して、紙・パルプの製造、卸
売、小売、物流等のサプライチェーンの関係者に広く周知。

• 本ガイドラインを活用して、来年に迫る東京2020オリンピック・パラリンピック大会期間中の
対応を含め、荷主と運送事業者の協力による物流効率化のための取組の検討・実施を要請。

１０



今年度の懇談会（建設資材）の進め方（案）

令和元年7月～
課題の内容に応じて、以下を実施

●第1回懇談会（令和元年7月8日）

• これまでの議論等を踏まえた現状・課題の整理
• 今年度の進め方について

●第2回懇談会（令和元年秋ごろ）

• 実証実験等の実施状況の報告・共有

実証実験

ヒアリング・アンケート

実態調査

●第3回懇談会（令和2年2月ごろ）

• 実証実験等の結果の報告
• ガイドライン（案）の提示

ガイドラインの策定

課題解決に資すると考えられる取組みを
試行的に実施し、効果等を検証する

先進的な取組みを行っている事業者等から
のヒアリングや、消費者等に対するモニ
ター調査等を行い、取組みに当たってのポ
イントや課題等を把握する

課題の発生箇所・発生件数等の実態を調査
し、課題の「見える化」を図る

１．今年度のアウトプットのイメージ

２．検討の進め方

反
映

ドライバー不足が深刻化する中、国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないよう、懇談会
での議論や実証実験等の結果を踏まえ、建設資材分野のサプライチェーン全体での物流改善に向けた取
組を促進していくため、取組メニュー例、検討にあたっての手順・留意事項、参考となる取組事例等を
まとめた『建設資材分野における「ホワイト物流」推進ガイドライン』（仮称）を作成。

• 本ガイドラインについては、「ホワイト物流」推進運動とも連動して、建設資材の製造、加工、
商社・卸売（小売）、物流、施工事業者等のサプライチェーンの関係者に広く周知。

• 本ガイドラインを活用して、来年に迫る東京2020オリンピック・パラリンピック大会期間中の
対応を含め、荷主と運送事業者の協力による物流効率化のための取組の検討・実施を要請。
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新たな方策について

平成２９年７月に実施した荷待ち時間実態調査において、３０分以上の荷待ち時間が生じた件数が多い品
目（加工食品、建設資材、紙・パルプ）について懇談会を立ち上げて、課題整理や改善策について検討を
行っているところ。

平成３０年１１月に実施した荷待ち時間の実態調査では、すでに懇談会を立ち上げている加工食品、建設
資材、紙・パルプの各品目については、依然として３０分以上の荷待ち時間が生じた件数が多いことか
ら、引き続き課題解決のための方策について検討・検証を実施する。

また、上記２度の調査において、荷待ち時間が生じた件数が多かった「生鮮食品」及び「飲料、酒」につ
いて、次年度以降の「新たな方策」として懇談会を立ち上げ、課題整理や改善策の検討を実施することと
したい。

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）

943 加工食
品

460 生鮮食
品

452 住宅用資材

339
紙（ロール紙、洋紙等）

328
飲料、酒

303
建築・建設用金属製品

172
金属部品・金属加工品

140セメント・コンクリー
ト

126宅配便・特積み貨物

120家庭紙

1004その他

N=4,387（件数）

は、既に懇談会を設置している品目

ご議論いただきたい内容

398

350

339

326

281182168141
9894

1515

加工食品

飲料・酒

建築・建設用
金属製品

紙・パルプ

その他

N=3,892（件
数）

生鮮食品

セメント・コンクリート

日用品 鉄鋼厚板・金属薄板等金属

米・麦・穀物

プラスチック性
部品・加工品等

平成２９年７月調査 平成３０年１１月調査

は、今後懇談会設置を検討する品目
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１．最近のトラック運送事業に関する取組について
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「ホワイト物流」推進運動の概要

深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、

経済の成長に寄与することを目的とし、

①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化

②女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現

に取り組む「ホワイト物流」推進運動を関係者が連携して強力に推進。

推進運動のイメージ

平成30年5月30日：自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議
政府行動計画の決定（「ホワイト物流」推進運動は重点施策）

12月14日：第１回「ホワイト」物流推進会議（推進方針を決定）
平成31年 3月：賛同企業の募集開始、上場会社等(6,300社)に参加要請文を送付

5月以降：全都道府県において各企業及び団体等を対象とした説明会を実施
この他、事業者団体等の会議において幅広く周知

推進運動の経緯

「ホワイト物流」推進会議の構成員

「ホワイト物流」推進運動の推進体制として、有識
者、荷主や物流事業者の関係団体、労働組合か
ら構成される「ホワイト物流」推進会議を設置。

（有識者）
野尻俊明流通経済大学学長（座長）
齋藤実神奈川大学経済学部教授
高岡美佳立教大学経営学部教授
（関係団体）
日本経済団体連合会
日本商工会議所
全国農業協同組合中央会
日本農業法人協会
日本ロジスティクスシステム協会
全日本トラック協会
日本物流団体連合会

（労働組合）
交運労協
運輸労連
交通労連

（事務局）
国土交通省（主管）
農林水産省
経済産業省
全日本トラック協会 ２



「ホワイト物流」推進運動の主な取組状況

自主行動宣言

「徳光＆木佐の知
りたいニッポン！」
（BS・TBS）
６月２日・９日

放送

政府広報（随時）

アジア・シームレス物流
フォーラム2019東京
パネルディスカッション
「ホワイト物流」

全都道府県での説明会、日本商工会議所等の団
体での説明会・講演会等を実施

今後、全国１０カ所で、事業者の取組事例を紹介
するセミナーを開催予定

説明会・講演会・セミナー（４月～）ポータルサイトの開設（４月～）

「ホワイト物流」推進運動の解説・周知

自主行動宣言の受付、賛同企業の公表

今後、動画の掲載等、内容の充実を図る予定

「ホワイト物流」推進運動の解説・周知

平成３１年３月末、上場会社等（約６，３００社）
に参加要請文を送付

４月以降、５５９の企業が自主行動宣言を提出

（内中部管内：６５社）

※中部管内 5/14 愛知県 92名 6/7 福井県 44名 6/12 三重県 34名
6/26 岐阜県 49名 6/28 静岡県 48名 他
7/2 中日本ダンボール工業組合TFP（全要素生産性）向上委員会 25名
8/22 （一社）日本電機工業会名古屋支部物流委員会 12名

※中部管内 10/16 名古屋 91名

３



ポータルサイトのご案内

URL  https://white-logistics-movement.jp/

４



運転者としての就職を希望する求職者が就職先を選ぶ際や、荷主等が取引先を選ぶ
際に参考にすることができるよう、長時間労働の是正などの働き方改革を重視した「ホワ
イト経営」への自動車運送事業者の取組状況を「見える化」するため、認証制度の創設
等について検討する。

自動車運送事業のホワイト経営の「見える化」検討会について

開催趣旨

構成
【有識者】
野尻 俊明 流通経済大学 学長（座長）
青山 佳世 フリーアナウンサー
中嶋 美恵 （一社）女性バス運転手協会 代表理事
瀧澤 学 社会保険労務士・行政書士
圓山 博嗣 （公財）交通エコロジー・モビリティ財団

交通環境対策部長

【事業者団体】
（公社）全日本トラック協会
（公社）日本バス協会
（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会

【労働組合】
全日本交通運輸産業労働組合協議会（交運労協）
全日本運輸産業労働組合連合会（運輸労連）
全国交通運輸労働組合総連合（交通労連）
日本私鉄労働組合総連合会（私鉄総連）
全国自動車交通労働組合連合会（全自交労連）

【行政】
厚生労働省労働基準局
国土交通省自動車局

スケジュール

平成30年度
６月１１日 第1回検討会（認証制度の基本的な考え方 等）
９月１９日 第2回検討会（認証項目・認証基準について）
１月３０日 第3回検討会（報告書案について 等）

令和元年度
６月２５日 報告書の公表、認証実施団体の公募開始
８月２７日 認証実施団体として一般財団法人日本海事協会

を選定
年度内 認証制度の募集開始

認証制度のコンセプト（主なもの）

・トラック・バス・タクシーの「運転者」に特化した認証制度とする。
・認証項目は、労働条件や労働環境に関するものを中心とする。
・複数の段階を設ける。（１つ星、２つ星、３つ星）
・中立的な民間団体による運営とする。
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「自動車運送事業のホワイト経営の『見える化』検討会」報告書【概要】

＜正式名称＞
「運転者職場環境良好度認証制度」
（愛称・認証マークは別途作成）

＜認証単位＞
事業者単位（都道府県単位も可）

＜認証項目＞
必須項目と加点項目より構成。約８０項目。
認証項目は以下の６分類。

・必須項目の全てを満たすこと
・加点項目の合計点数が基準点を満たすこと
※「二つ星」「三つ星」は、「一つ星」取得の翌年度から申請可

＜認証基準＞
一つ星
（☆）

二つ星
（☆☆）

三つ星
（☆☆☆）

業界上位５０％
水準以上

業界上位２５％
水準以上

業界上位１２％
水準以上

＜認証の有効期間＞
２年間

＜認証の開始時期＞
令和元年度中の申請募集開始（目標）

＜審査方法＞
書類審査及び対面審査

＜審査結果の公表＞
プレスリリースの上、認証実施団体のホーム
ページに公表

＜インセンティブ＞
（例）・認証マークの車両、営業所等への掲示

・求人票への記載
・ハローワークを通じた認証制度の周知
・「ホワイト物流」推進運動を通じた認証

トラック事業者の積極的活用の推進 等

法令遵守等 労働時間・休日

心身の健康 安全・安心

多様な人材の確保・育成 自主性・先進性等

６



貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要 （平成30年法律第96号）

経済活動 ・ 国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の適正化を図るほか、その業務について、令和６年度から

時間外労働の限度時間が設定される（＝働き方改革法施行）こと等を踏まえ、その担い手である運転者の不足により重要な社会インフラ

である物流が滞ってしまうことのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等に鑑み、所要の措置を講じる。

改正の目的

改正の概要

① 欠格期間の延長等

② 許可の際の基準の明確化

③ 約款の認可基準の明確化

１．規制の適正化

① 輸送の安全に係る義務の明確化

事業用自動車の定期的な点検・整備の実施 等

② 事業の適確な遂行のための遵守義務の新設

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

【令和５年度末までの時限措置】

(1) トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合

→ ① 国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有

② 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ

(2) 荷主への疑いに相当な理由がある場合

→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請

(3) 要請をしてもなお改善されない場合

→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告＋公表

荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合→ 公正取引委員会への通知

① 荷主の配慮義務の新設
トラック事業者が法令遵守できるよう、荷主の配慮義務を設ける

・ 制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者を追加

・ 荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行う旨を明記

③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

② 荷主勧告制度（既存）の強化

３．荷主対策の深度化

４．標準的な運賃の告示制度の導入 【令和５年度末までの時限措置】

法令に違反した者等の参入の厳格化

・ 欠格期間の延長（２年⇒５年）

・ 処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限

・ 密接関係者（親会社等）が許可の取消処分を受けた者
の参入制限 等

・ 安全性確保（車両の点検・整備の確実な実施等）

・ 事業の継続遂行のための計画（十分な広さの車庫等）

・ 事業の継続遂行のための経済的基礎（資金） 等

以下について、適切な計画・能力を有する旨を要件
として明確化

荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、

対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化

→ 原則として運賃と料金とを分別して収受

＝ 「運賃」：運送の対価 「料金」：運送以外のサービス等

・ 車庫の整備・管理

・ 健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付
（労働条件の改善・事業の健全な運営の確保のため）

国土交通大臣が、標準的な運賃を定め、告示できる

トラック事業者の努力だけでは働き方改革・法令遵守を進めることは困難 （例：過労運転、過積載等）

→ 荷主の理解・協力のもとで働き方改革 ・法令遵守を進めることができるよう、以下の改正を実施

（許可後、継続的なルール遵守）

※ 「荷主」には元請事業者も含まれる。

【公布日 ： 平成30年12月14日】

【背景】 荷主への交渉力が弱い等
→ 必要なコストに見合った対価を収受しにくい

→ 結果として法令遵守しながらの持続的な
運営ができない

法令遵守して運営
する際の参考となる
運賃が効果的

標準的な運賃の告示制度の導入

施行日 ： （１． ・ ２．）令和元年11月１日 （３．）令和元年７月１日 （４．）公布日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日
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貨物自動車運送事業法改正に伴う関係省令・通達の改正について（主な改正事項）
交付・発出：令和元年８月１日、施行：令和元年１１月１日

９



貨物自動車運送事業法改正に伴う関係省令・通達の改正について
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貨物自動車運送事業法改正に伴う関係省令・通達の改正について
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貨物自動車運送事業法改正に伴う関係省令・通達の改正について
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２．周知・要請事項について
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これまでの取組

飲料配送について

【課題・背景】
飲料配送中に荷崩れ等が発生し、貨物に毀損が生じた場合、毀損が生じていないものを含めて運送事業者が損害賠償を求められる

など、飲料配送に関わる関係者間でトラブル等が発生。

【取組概要】

○ 飲料配送研究会における議論を踏まえ、「飲料配送研究会報告書」をとりまとめ（R1.7.26）。

○ 国土交通省自動車局では、運送事業者が使用する「標準貨物自動車運送約款」における飲料配送に係る取扱いを明確にするた
めの「適用細則」を定め、運送事業者等へ通知（同上）。

上記報告書及び適用細則において、例えば以下のように、貨物の毀損に係る損害賠償は当該毀損の範囲内で発生するこ
とが基本であること等を明確化。

これまでも運送事業者向けの説明会等の場を活用して上記施策の周知等を実施。

今後、以下のような取組を進めることにより運送事業者・荷主双方に対する施策の浸透を図る。

①運送事業者や荷主等（※）により構成される協議会におけるフォローアップ（年２回）

⇒ 本年９月に協議会を開催した上で、秋頃に書面化の浸透状況等に係る調査を実施。
⇒ 来年１・２月頃に再度協議会を開催し、調査結果を踏まえ、更なる浸透を図る。

②経産省、農水省、国税庁と連携し、荷主を集めた説明会等における周知

⇒ 本年９月以降全国10ブロックで実施

③経産省、農水省の各局長等の定期的な情報共有・意見交換会の開催

今後の取組

※ 協議会の構成（抄）
・全ト協副会長
・経団連産業政策本部長
・日商産業政策第二部長
・連合総合政策局長
・学識経験者
・経産省・農水省など関係局長発・着荷主双方に対して丁寧に説明

※ このほか、飲料の包装
資材の傷み具合が、包装
資材の機能上等問題ない
場合は出荷可といった判
断基準の例を明確化。
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これまでの取組

トラック運送業の取引の適正化について

「トラック運送業における
書面化推進ガイドライン」

【H26.1策定】

「標準貨物自動車運送約款」
の改正

【H29.11施行】

「トラック運送サービスを持続
的に提供可能とするためのガイ
ドライン」【H30.12策定】

⇒「待機時間料」等を料金
として規定

⇒運送に必要なコストを示し、運送
事業者・荷主の共通理解を醸成

⇒契約の書面化を推進し、適正
な運賃・料金収受を促進

「貨物自動車輸送安全規則」
の改正

【H29.7, R1.6施行】

⇒荷待ち時間や附帯業務を「乗
務記録」の記載対象に

「ホワイト物流」推進運動の展開 【H30.12～】

⇒荷主、一般国民向けに輸送の効率化等を呼びかけ

●真荷主に対して契約を書面化した者： 約80％

●改正後の標準約款に基づき運賃を設定した者： 約83％

●約款改正を踏まえ、真荷主との間で取引を見直した者： 約50％

●「ホワイト物流」に協力する旨の行動宣言をした荷主： 約550者

これまでも運送事業者向けの説明会等の場を活用して上記施策の周知等を実施。

今後、以下のような取組を進めることにより運送事業者・荷主双方に対する施策の浸透を図る。

①運送事業者や荷主等（※）により構成される協議会におけるフォローアップ（年２回）

⇒ 本年９月に協議会を開催した上で、秋頃に書面化の浸透状況等に係る調査を実施。
⇒ 来年１・２月頃に再度協議会を開催し、調査結果を踏まえ、更なる浸透を図る。

②経産省、農水省と連携し、荷主を集めた説明会等における周知

⇒ 本年９月以降全国10ブロックで実施

③経産省、農水省の各局長等の定期的な情報共有・意見交換会の開催

今後の取組

※ 協議会の構成（抄）
・全ト協副会長
・経団連産業政策本部長
・日商産業政策第二部長
・連合総合政策局長
・学識経験者
・経産省・農水省など関係局長
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トラック運送業の取引の適正化について
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３．今後の協議会での取組について
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今後の協議会での取り組みについて

令和６年度からの時間外労働規制の適用に向け、今後、中央協議会及び地方協議会においてどのよ
うな論点を中心に議論して取組みを進めていくべきか。

① パイロット事業（２８・２９年度）、コンサルティング事業（３０年度）、アドバンス事業
（３１年度）と毎年実証事業を行い、多くの事例が積み重ねられた。今後、これらの事業か
ら得られた改善策を全国の荷主や運送事業者に対して効果的に展開・浸透させていくために
は、どのような取組が必要か。

また、中小事業者や着荷主に対して中央協議会や地方協議会での取組を周知するためには、
どのような方法が有効か。
（全国でのセミナー等の開催以外の効果的な周知方法の検討 等）

② これまでの実証事業のフォローアップが必要ではないか。また、どのような観点でフォロー
アップすべきか。
（過去の実証事業のうち、主要な事業の取組み後の状況等をヒアリング 等）

③ 地方協議会において、荷主との連携を強化するためにはどのような取組が必要か。
（荷主企業所管省庁や個別の荷主企業の地方協議会への参画 等）

④ 全国の荷主や運送事業者が自主的に課題改善に取り組むために、地方協議会はどのような役割
を果たしていくべきか。
（地域ごとの課題や主要な品目に関する重点的な協議会運営の検討 等）

⑤ その他、中央協議会及び地方協議会でとりあげるべき議題はあるか。

想定される論点
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第13回

静岡県トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会

令 和 元 年 1 0 月 3 0 日

静 岡 労 働 局

【資料】

１ 改正労働基準法等説明会の開催状況

２ 荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けた
セミナーの開催（厚生労働省委託事業）

３ 改正貨物自動車運送事業法（荷主対策の深度化：令和元年７月１日
施行）の周知



改正労働基準法等説明会の開催状況

概 要

〇 自動車運転業務は、時間外労働の上限規制の適用が令和６年３月31日
まで猶予されている

〇 適用猶予期間中の長時間労働削減に関する自主的な取組を推進するた
め、トラック協会、運輸支局と協力し、改正労基法等の内容を含む労働
時間に関する法制度等の周知、理解の促進に向けた説明会を開催する

計 画

〇 令和元年度からの５年間で、すべてのトラック運送事業者に周知を行
うが、当初の３年間に集中的に実施

〇 労働基準監督署ごとに実施（全国で最低320回、静岡県内７回）

開催状況

管轄署 会 場 日 付
三島署 東部分室（沼津市岡宮1277-６） 10月18日

島田署 中部分室（吉田町川尻901-１） 10月23日

富士署 富士分室（富士市中河原279-２） 10月24日

磐田署 中遠分室（袋井市土橋80-１） 10月29日

静岡署 静岡県トラック会館（静岡市駿河区池田126-４） 11月６日

沼津署 東部分室（沼津市岡宮1277-６） 11月12日

浜松署 西部分室（浜松市東区大島町620） 11月15日



荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けた
セミナーの開催（厚生労働省委託事業）

概 要

概 要

〇 長時間の荷待ち、荷主との契約に定めがない荷役作業等により当初の
運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、荷
待ち時間の削減等について発着荷主の理解と協力を得ることが重要

〇 平成30年12月に貨物自動車運送事業法が改正され、「荷主対策の深度
化」が令和元年７月１日から施行

〇 地方協議会と連携し、荷主が多く加盟していると考えられる団体、ト
ラック運送事業者関係団体に文書で周知協力を依頼

〇 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向け
たガイドライン」等の周知セミナーを全国で50回（47都道府県で各１回
以上）開催

改正貨物自動車運送事業法（荷主対策の深度化：令和元年
７月１日施行）の周知

【静岡県】
日時 令和２年３月９日（月） 13時00分～16時00分
会場 静岡県トラック協会 大会議室（静岡市駿河区池田126-４）

・ 荷主のトラック運送事業者に対する配慮義務の新設
・ 荷主勧告制度の対象拡充、勧告後の公表（荷主勧告制度の強化）
・ 荷主による違反原因行為への対処に係る規定の新設（令和５年度
末までの時限措置）

〇 周知の協力依頼文書は「静岡県トラック輸送における取引環境・労
働時間改善地方協議会」名で発出してはどうか

〇 発出先は以下の団体としてはどうか

荷主関係団体：静岡県経営者協会、静岡県商工会議所連合会、静岡
県中小企業団体中央会、静岡県商工会連合会、静岡県労働基準協
会連合会、建設業労働災害防止協会静岡県支部

トラック運送事業者関係団体：陸上貨物運送事業労働災害防止協会
静岡県支部

提案１

提案２









令和元年  月  日 

 

荷主関係団体 各位 

 

静岡県トラック輸送における 

取引環境・労働時間改善地方協議会 

 

トラック運送事業者のコンプライアンスの確保に向けたご理解とご協力

へのお願い（改正貨物自動車運送事業法の荷主関連部分関係） 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、トラック運送事業では、ドライバー不足が深刻化している状況にあります。

我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするために

は、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保

できるようにする必要があります。 

そのためには、荷主や配送先の都合による長時間の荷待ち時間を発生させないこと

や、ドライバーが労働時間のルールを遵守できないような運送の依頼を発生させない

ことなどが重要であり、荷主のご理解とご協力が必要不可欠です。 

こうした状況を踏まえ、昨年 12 月に「貨物自動車運送事業法」の改正が行われ、

荷主関連部分として以下の制度改正が行われており、これらについては本年７月１日

から施行されています。この改正は、物流機能の維持とトラック運送事業者の働き方

改革・コンプライアンス確保のために重要な内容となっています。 

つきましては、より多くの荷主の皆様に周知したく、制度改正の解説リーフレット

を送付しますので、地域の荷主企業の皆様とつながりのある貴団体におかれましては、

貴団体広報誌への掲載、開催行事での配布等、傘下会員への積極的な周知にご配慮を

いただければ誠に幸いに存じます。 

【改正事項（荷主関連部分）】 

① 荷主の配慮義務の新設（荷主のトラック運送事業者に対する配慮義務の新設） 

② 荷主への勧告制度の拡充（対象の拡充、勧告後の公表の明記） 

③ 違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等 

・ 国土交通大臣は、違反原因行為（トラック運送事業者の法令違反の原因となる

おそれのある行為）をしている疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、

トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることに

ついて理解を求める「働きかけ」を行います。 

・ 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等に

は、「要請」や「勧告・公表」を行います。 

・ 独占禁止法の不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握した場合

には、公正取引委員会へ通知します。 

 

  

 

＜ 問 合 せ 先 ＞ 

○ 静岡運輸支局 （リーフレットや制度改正）   ℡：054-261-1191 

○ 静岡労働局労働基準部監督課 （労働基準法令） ℡：054-254-6352 

○ 一般社団法人静岡県トラック協会         ℡：054-283-1910 



令和元年  月  日 

 

トラック運送事業者関係団体 各位 

 

静岡県トラック輸送における 

取引環境・労働時間改善地方協議会 

 

トラック運送事業者のコンプライアンスの確保に向けたご理解とご協力

へのお願い（改正貨物自動車運送事業法の荷主関連部分関係） 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、トラック運送事業では、ドライバー不足が深刻化している状況にあります。

我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするために

は、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保

できるようにする必要があります。 

そのためには、荷主や配送先の都合による長時間の荷待ち時間を発生させないこと

や、ドライバーが労働時間のルールを遵守できないような運送の依頼を発生させない

ことなどが重要であり、荷主の理解と協力が必要不可欠です。 

こうした状況を踏まえ、昨年 12 月に「貨物自動車運送事業法」の改正が行われ、

荷主関連部分として以下の制度改正が行われており、これらについては本年７月１日

から施行されています。この改正は、物流機能の維持とトラック運送事業者の働き方

改革・コンプライアンス確保のために重要な内容となっています。 

つきましては、制度改正の解説リーフレットを送付しますので、地域の運送事業者

の皆様とつながりのある貴団体におかれましては、貴団体広報誌への掲載、開催行事

での配布等、傘下会員への積極的な周知にご配慮をいただければ誠に幸いに存じます。 

【改正事項（荷主関連部分）】 

① 荷主の配慮義務の新設（荷主のトラック運送事業者に対する配慮義務の新設） 

② 荷主への勧告制度の拡充（対象の拡充、勧告後の公表の明記） 

③ 違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等 

・ 国土交通大臣は、違反原因行為（トラック運送事業者の法令違反の原因となる

おそれのある行為）をしている疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、

トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることに

ついて理解を求める「働きかけ」を行います。 

・ 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等に

は、「要請」や「勧告・公表」を行います。 

・ 独占禁止法の不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握した場合

には、公正取引委員会へ通知します。 

 

 

 

 

 

＜ 問 合 せ 先 ＞ 

○ 静岡運輸支局 （リーフレットや制度改正）   ℡：054-261-1191 

○ 静岡労働局労働基準部監督課 （労働基準法令） ℡：054-254-6352 

○ 一般社団法人静岡県トラック協会         ℡：054-283-1910 



都道府県トラック協会

荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・
法令遵守を進められるようにするための改正が行われました
　トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物
流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、
コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
　そのためには、荷主や配送先の都合による長時間の荷待ち時間や、ドライバーが労働時間のルールを
遵守できないような運送の依頼等を発生させないことが重要であり、荷主の理解と協力が必要不可欠
です。 ※「荷主」には着荷主や元請事業者も含まれます。

①荷主の配慮義務が新設されました
●荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなけれ
ばならないこととする責務規定が新設されました。

②荷主への勧告制度が拡充されました
●荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されました。
●荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することが法律に明記されました。

③違反原因行為をしている疑いがある荷主に対して、国土交通大臣が働きかけ
等を行います

●国土交通大臣は、「違反原因行為」※（トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為）
　をしている疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、トラック運送事業者のコンプライア
ンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行います。
●荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な
理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行います。
●トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反
の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」します。

悪いね～
もう少し待っててええ～

またですか

改善して
くださいって
お願いしたのに…

荷待ち時間の恒常的な発生
高速代をくれないと
間に合わないよ…

３時までに
届けてね
時間厳守だよ

非合理な到着時刻の設定 重量違反等となるような依頼
重量オーバーに
なるかもしれないけど
これも頼むよ

はい…

断れないし
仕方ない

※違反原因行為の例

荷主の都合による長時間の
荷待ち時間が恒常的に発生
⇒過労運転防止義務違反
　を招くおそれ

適切な運行では間に合わない
到着時間の指定
⇒最高速度違反を招く
　おそれ

積込み直前に
貨物量を増やすよう指示
⇒過積載運行を招くおそれ

令和元年7月1日から施行■ 改正事項 

（令和５年度末までの時限措置）
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違反原因行為を
荷主がしている疑いが
あると認める場合

荷主が違反原因行為を
していることを疑う
相当な理由がある場合

要請してもなお
改善されない場合

働きかけ

要　　請

勧告・公表

改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉



●トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しています。
●我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないよう、荷主側の理解
と協力の下で、ドライバーの労働条件の改善等の働き方改革を進める必要があります。
●荷主側でも、トラックドライバーの労働環境の現状や労働時間のルールをしっかりと
把握し、トラック運送事業者がコンプライアンスを確保できるよう、必要な配慮をし
なければなりません。

（出典）労働力調査（平成 30 年 12 月）より作成

（出典）トラック輸送状況の実態調査（平成 27 年）（出典）トラック輸送状況の実態調査（平成 27 年）

道路貨物運送業と全産業の
年齢階級別就業者数構成比比較

道路貨物運送業における
自動車運転従事者数の推移

１運行あたりの荷待ち時間１運行あたりの平均拘束時間とその内訳

減少

長時間の荷待ち・荷役作業

高齢化

約3割

（出典）国勢調査を基に作成

（千人） 980
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荷待ち時間がない運行（54.0%）

点検等
0：28

運転
6：21

荷役
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付帯他
0：14

不明
0：10

休憩
1：28

荷待ち時間がある運行（46.0%）
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トラック運転者はピーク時より減少

長時間の荷待ち・荷役作業が発生

トラック運転者は高齢化

2 時間を超える荷待ちが約3割
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● 労働時間のルール「改善基準告示」厚生労働大臣が定めた基準です

拘 束 時 間
（始業から終業までの時間）

・1 日　原則 13 時間以内　
　　　　最大 16 時間以内（15時間超えは１週間2回以内）
・1 か月　293 時間以内

休 息 期 間
（勤務と次の勤務の間の自由な時間）

・継続８時間以上

運 転 時 間 ・2 日平均で、1 日あたり9 時間以内　　
・2 週間平均で、1 週間あたり44 時間以内

連 続 運 転 時 間 内以間時4 ・
詳しくは厚生労働省のHP（https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html）をご覧ください。

労働時間のルール
違反した場合は処分

トラック運送事業者はトラックドライバーに以下の労働時間のルールを
守らせる必要があり、違反した場合は処分を受けることになります


